
証紙についての注意事項 

 

・   購入した証紙は申請書第３面の下部「※手数料欄」に貼り付けてくださ

い。 

・ 「※手数料欄」に収まらない場合は、申請書第３面の裏に貼り付けてく

ださい。 

・ 証紙を貼り付ける場合には、証紙周辺に余白が必要となりますので、証

紙周辺の余白をなくすような貼り方は避けてください。 

・ 同時に複数の申請をされる場合、手数料（証紙）をまとめて貼付するこ

とはできませんので、それぞれの申請書に必要な額の証紙を貼り付けてくだ

さい。 
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